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小中学校クラウドドリル教材ソフト使用業者選定プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

昨今、教育現場においても ICT 化が加速しており、個別最適化の学びのためデジタルドリルが着目さ

れ、導入が増えている。 

デジタルドリルを導入することにより、一人ひとりの苦手分野を補う効果とともに教員の業務効率化も

期待される。例えば子どもにとっては理解度や弱点に応じて最適な問題が出題されるため、効率的に学

力を向上させることができ、教員にとっては学習の効率化により時間数が短くなることで思考力などを問う

応用問題により時間を使うこうができる。 

 このような背景から個別最適な学びにはデジタルドリルの導入が必須と考え、クラウドドリル教材ソフト

使用に最も適する事業者を選定するため、プロポーザルを実施するものである。 

 

２ プロポーザルの概要 

（１）事業名  小中学校クラウドドリル教材ソフト使用 

  事業場所   半田市勘内町１番地始め 21 か所 

（別紙就業場所一覧を参照） 

     期間 令和６年４月  １日~令和１０年 3 月３１日（事業実施期間） 

※準備期間は業務金額が発生しないものとする 

（２）主催者   半田市 

（３）方式  公募型プロポーザル方式   

※プレゼンテーションの結果を点数化し、優先交渉権者を決定 

 

３ 担当部課 

半田市教育委員会 教育部 学校教育課 学校担当 

所在地：〒４７５－８６６６ 半田市東洋町二丁目１番地 

電話  ：０５６９－８４－０６８８ 

ＦＡＸ：０５６９－２４－０５１１ 

e - mail：gkkyoiku@city.handa.lg.jp 

 

 

４ プロポーザル実施スケジュール 

項 目 期 日 ・ 期 限 

広告（公募型） 令和５年 １２月１５日  (金) 

質問受付 令和５年 １２月１５日  (金) ～ 

令和６年   １月  ５日（金）午後５時まで 
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プロポーザル参加表明書の提出期限 令和５年 １２月１５日  (金) ～ 

令和６年   １月１１日（木）午後５時まで 

参加資格要件確認結果の通知  令和６年   １月１２日（金） 

技術提案書の提出期限 令和６年   １月１２日（金）～ 

令和６年     １月２６日（金）午後５時まで 

プレゼンテーションの実施（審査） 令和６年    １月３１日（水） 

審査結果の通知 令和６年    ２月  ２日（金） 

見積徴収 令和６年    ２月  ９日（金） 

契約予定日 令和６年    ４月  １日（月） 

 

５ 提案上限金額 （税込） 

令和６年度合計   ３４，８９６，０４８円（１２か月） 

           【内訳】小学校    ２２，７００，０４０円  

中学校    １２，１９６，００８円 

         令和７年度合計   ３４，３１４，１９２円（１２か月） 

           【内訳】小学校    ２１，９４２，０９６円  

中学校    １２，３７２，０９６円 

令和８年度合計   ３３，４５６，７２０円（１２か月） 

           【内訳】小学校    ２１，６６２，６５２円  

中学校    １１，７９４，０６８円 

令和９年度合計   ３２，４６１，４４０円（１２か月） 

           【内訳】小学校    ２１，０６１，６５６円  

中学校    １１，３９９，７８４円    ※契約は単価契約とする 

 

６ プロポーザル参加表明書の提出 

本プロポーザルに参加を希望する者は、プロポーザル参加表明書（様式第１）を提出し、参加の意

思表明を行うものとする。 

 （１）提出書類 

①プロポーザル参加表明書（様式第１） 

   ②法人の事業概要が分かる会社案内等の資料（担当者連絡先を必ず明記すること。） 

   ③法人の定款及び規約等 （原本１部、写し８部） 

④直近の事業実績がわかるもの及び財務書類 （原本１部、写し８部） 

※直近３年分の決算書類等財務状況がわかるもの 

   ⑤直近１年分の国税・県税・市税の納税証明書 （原本１部、写し８部） 

    ※国税：法人税、消費税及び地方消費税 
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    ※県税：法人県民税、法人事業税、地方法人特別税、自動車税 

    ※市税：法人市民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税 

   ⑥半田市と同規模以上の自治体（小学校児童数：6,000 人以上 かつ 中学校生徒数： 

3,000 人以上）が利用した実績（様式第７） 

（２）提出期限 令和６年１月１１日（木）午後５時まで 

（３）提出先  ３に記載の担当 

（４）提出方法 持参 

（５）その他   参加意思を表明した者は、４ プロポーザル実施スケジュールに従い、手続きや書類

の提出等を行うこと。 

 

７ 参加資格要件確認結果について 

   令和６年１月１２日（金）に電子メールにて参加表明書の提出者へ通知する。 

 

８ プロポーザルに関する質疑 

（１）質問書の受付 

本要領、仕様書に関する質問は、質問書（任意様式）の提出により行うこととし、電話、窓 

口来庁の口頭による個別対応は受け付けないものとする。 

① 受付期間：令和５年１２月１５日(金) ～ 令和６年１月５日(金) 午後５時まで 

② 提出先  ：３に記載の担当 

③ 提出方法：FAX または電子メール 

（２）質問書に対する回答 

① 回答期限：令和５年１２月１８日(月) ～ 令和６年１月８日(月) 

② 回答方法：受付後随時、半田市ホームページにて公開する。 

③ その他  ：本回答をもって、仕様書の追加又は修正とみなす。 
 

９ 技術提案書等の提出 

 プロポーザル参加表明書（様式第１）を提出した者は、別紙「技術提案仕様書」を参照し、技術

提案書を以下のとおり提出するものとする。技術提案書受領時に事務局は、様式第６「技術提案書

類受領書」を交付するものとする。技術提案書は A4 判 30 ページ以内で下記の項目に沿って作成す

ること。様式は自由とするが、「A4 判縦書き、左綴じ」とする。（資料等で A3 判横３つ折りは可とす

る。） 

（１）提出書類  

技術提案書は印刷物及びＰＤＦファイルで提出すること。 

① 提出期限  令和６年 １月２６日（金）午後５時まで 

② 提出部数  印刷物：９部 、データ：１ファイル（PDF、電子メールに添付) 

③ 提出先     ３に記載の担当 
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④ 提出方法    持参   

⑤ その他      期限までに技術提案書等が届かない者は、辞退とみなす。 

 

１０ プレゼンテーション 

 技術提案書等を提出した者は、以下のとおりプレゼンテーションを行い、審査委員会がこれを評価し、

優先交渉権者及び次点者を選定する。 

（１）実施日      令和６年 １月３１日（水） 

（２）実施場所 半田市役所 会議室４０２ 

（３）内容  技術提案書等に基づく説明及び審査委員による質疑応答 

（４）制限時間 技術提案 ５０分程度（説明３０分 質疑応答２０分） 

     準備及び片付け ５分程度 

（５）出席者          各社担当者等のうち５名まで 

（６）機材等  ①説明は、提出した提案書等に記載された文章、図、イラスト等の範囲内で行 

うこと。 

②追加の提案及び追加資料の配布や使用は認めない。 

③市は机、椅子、電源、モニター（HDMI ケーブル含む）を用意するものとす 

る。 

※モニターは当市で用意するが、パソコンは持参すること。 

（７）その他  ①提案の順番は、技術提案書等の受付順とし決定次第、各社に 6(１)① 

       プロポーザル参加表明書（様式第１）に記載された電子メール宛に 

通知する。 

     ②プレゼンテーションは非公開とし、他の提案者による傍聴は認めない。 

③追加の提案及び資料配布は認めない。 

 

１１ 審査基準 

審査委員会は、別紙「審査基準」により、プレゼンテーションを評価し、合計点数の最も高い者を優

先交渉権者、２番目に高い者を次点者とする。 

 

 

（１）評価項目                      （２）評価方法 

評 価 項 目 配点  評 価 方 法 

① 業務実施体制の信頼性 22 点  Ａ 特に優れている 配点×100％ 

 基本方針、導入実績、プロジェクト管理 

 スケジュール、テスト 

 Ｂ ＡとＣの中間 配点×  75％ 

 Ｃ 優れている 配点×  50％ 

➁ 教材・コンテンツ 43 点  Ｄ ＣとＥの中間 配点×  25％ 
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 教材・コンテンツについて、個別対応性について 

 セキュリティ、操作性 

 Ｅ 不適格 配点×    0％ 

③ サービスの信頼性 17 点    

  システム拡張性、運用保守    

④  付加価値提案 13 点    

 研修、要件外機能提案    

➄ 見積書 5 点    

  ドリル使用見込額    

※⑤見積書の点数は、合計金額が最も廉価な提案を満点とし、以下は金額の比を小数点以下四捨

五入して点数とする。 

合格点は配点総合計点の７割以上とし、合格基準に達する者がいない場合は、本プロポーザルで

の選定は行わないものとする。同点となった場合は、次の手順に従い、順位を付けるものとする。 

   第１手順：➁教材・コンテンツに係る点数が高いもの 

   第２手順：①業務実施体制の信頼性に係る点数が高いもの 

第３手順：④付加価値提案に係る点数が高いもの     

※各項目番号は評価項目番号と紐付いているもの 

   

1２ 審査結果の通知 

審査の結果は、参加事業者全てに対し、令和６年２月２日（金）に通知するとともに、半田市 

ホームページにて公開する。 

 

1３ 応募資格 

参加を表明する者は、次に掲げる条件を全て満たす法人であること。 

（１）契約締結までの間に令和４・５年度の半田市の入札参加資格（物品等）を有する者である

こと。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないも

のであること。 

（３）本プロポーザル実施の公告日から契約締結日までのいずれの日においても、半田市指名審査

等事務取扱要綱の規定に基づく指名停止措置期間のないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始申立

て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開

始の申立てがなされている者（ただし、更正計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決

定が確定した者を除く。）ではないこと。 

（５）国税（消費税及び地方消費税を含む。）、都道府県税及び市町村税の滞納がない者であ

ること。 
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（６）半田市暴力団排除条例（平成２３年条例第１９号）第２条第１号及び第２号に該当

しないこと。 

（７）半田市と同規模以上の自治体（小学校児童数：6,000 人以上 かつ 中学校生徒数： 

3,000 人以上）において使用実績があること 

１４ 失格事項 

 以下のいずれかに該当した場合には、審査委員会において協議の上、失格となる場合がある。 

なお、審査終了後に事実関係が判明した場合は優先交渉権者又は、次点者としての地位は無効とす

る。 

（１）応募資格に規定する要件を満たさなくなった場合 

（２）期限までに応募必要書類等が提出されなかった場合 

（３）提出書類等の内容に虚偽の記載があった場合 

（４）見積額が提案上限金額を超過している場合 

（５）プレゼンテーション審査に参加しなかった場合 

（６）提案に関して、選考の公平性を害する行為があった場合 

（７）提案にあたり、著しく信義に反する行為等があった場合 

（８）他の事業者の代表者等を兼ねて提案した場合 

（９）その他、半田市が指示した事項及び提案に関する条件に違反した場合 

 

１５ サービス利用料契約について 

小中学校クラウドドリル教材ソフト使用契約は、令和６年度以降の予算議決を条件として契約が成

立又は継続する。予算が減額又は削除された場合、利用料を減額又は契約を解除することがある。  

 なお、優先交渉権者が辞退したとき又は失格と判断されたときは、次点者と契約を締結するものとす

る。 

 

１６ 契約締結 

 優先候補者とは、予定価格の範囲内で契約交渉を行う。交渉の結果、合意に達しない場合には、

第二順位者から順に契約交渉を行い、合意に達した事業者と契約を行う。 

 

１７ その他 

（１）提出書類については、審査に必要な範囲において複製可能とするほか、返却しない。 

（２）提出された技術提案書の変更、差替え又は再提出はできない。 

（３）同一事業者が、複数の提案を提出することはできない。 

（４）本プロポーザル参加に伴う諸費用については、参加者の負担とする。 

（５）プロポーザル参加意思確認書様式１を提出した後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）

を提出しなければならない。 
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（６）提出された技術提案書等については、半田市情報公開条例の規定に基づき、個人情報及び

提案者の正当な利益を害するおそれがある情報を除き、第三者に開示することができるものであ

るため、非開示を希望する情報がある場合には、提案書の開示に係る意向申出書（様式第

５）を別途提出すること。 
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就業場所一覧 

 就業場所 住所 

1 半田小学校 半田市勘内町 1 

2 さくら小学校 半田市東洋町 1-12-1 

3 岩滑小学校 半田市岩滑高山町 5-55 

4 雁宿小学校 半田市清城町 1-5-2 

5 乙川小学校 半田市乙川北側町 1-1 

6 横川小学校 半田市大伝根町 1-11-1 

7 乙川東小学校 半田市花田町 3-1 

8 亀崎小学校 半田市亀崎月見町 3-10 

9 有脇小学校 半田市有脇町 6-37 

10 成岩小学校 半田市成岩本町 2-1 

11 宮池小学校 半田市南二ツ坂町 2-1-1 

12 板山小学校 半田市四方木町 37-1 

13 
板山小学校 

ならわ学園分校 
半田市鴉根町 3-40 

14 花園小学校 半田市花園町 3-5-1 

15 半田中学校 半田市岩滑東町 5-80 

16 乙川中学校 半田市大池町 3-1 

17 亀崎中学校 半田市亀崎高根町 5-40 

18 成岩中学校 半田市昭和町 3-8 

19 青山中学校 半田市青山 5-6-1 

20 
青山中学校 

ならわ学園分校 
半田市鴉根町 3-40 

21 半田市教育委員会 半田市東洋町 2-1 

 

 


